
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募期間】 ２０１９年 3 月 1５日（金）～４月２２日（月） （当日消印有効）       

 

【申請・問い合わせ先】 社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会 

            〒615-8083 京都市西京区桂艮町 23-4 

電話：075-394-5711 FAX：075-394-5712 

   

※2019 年 4 月 1 日～下記に移転します 

〒615-8156 京都市西京区樫原百々ケ池 31 番地の 18 

                     西京ふれあい地域福祉センター1 階 

（電話、FAX 番号は変わりありません） 

 

ホームページアドレス：http://www.kn-cosw.jp/ 

        西京区社会福祉協議会      検索 

 

 

 

共同募金配分金を活用した助成制度により 

西京区内の地域福祉事業やボランティア活動等を応援します 

 

 

２０１９年度 

赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 
 

社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会 
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社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会 

「２０１９年度 赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成」 

 

１ 目 的 

西京区社会福祉協議会が（以下、本会）が共同募金配分金を財源として、西京区内

において実施される地域福祉を推進する事業や活動を支援することを目的に、助成金

を交付する。 

 

２ 助成の対象となる事業 

西京区内で実施される地域福祉事業や福祉ボランティア活動などの地域福祉の取組

で、２０１９年４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）の間に実施される、以

下のいずれかに該当する事業を対象とします。 

（１）生活支援事業 

（２）交流・イベント事業 

（３）研修・学習事業 

（４）広報・啓発事業 

（５）備品購入事業 

（６）その他、地域福祉に関する事業 

 

なお、以下のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。 

   （１）飲食に関する経費 

（※飲食が含まれる事業の場合は、参加費等を財源としてください） 

   （２）政治・宗教・組合活動などに関する事業 

（３）営利を目的とした事業 

   （４）申請計画通りの実施が困難な事業 

   （５）行政主導で実施される事業 

（６）団体の日常的な運営に関する事務等の経費 

   （７）申請団体が主催でない事業 

   （８）その他、本会が適当でないと認めた事業 

 

３ 助成対象となる団体 

   西京区内で活動する、以下のいずれかに該当する団体です。 

 （※法人格の有無は問いません。） 

   （１）社会福祉事業を実施している団体 

   （２）社会福祉に関係のある団体 

   （３）ボランティア活動を行っている団体 

   （４）障害のある方や子育て中の方など、主に当事者で構成される団体 

   （５）一般社団法人 

   （６）NPO 法人 

 （７）その他、地域福祉に関する事業を行う団体。 
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４ 助成金額 

１団体あたり、２事業、総額１０万円までとする。ただし、事業経費の５分の４を

上限とし、申請額や申請内容から判断し助成額を決定する。（申請額は千円単位とする） 

  

５ 申請方法 

   ２０１９年４月２２日（月）までに、別に定める申請書類により、本会事務局へ申

請してください。（当日消印有効） 

申請書等の記入については、４ページの「事業計画・予算書の作成要領」及び別紙

「記入例」を参考にしてください。 

なお、複数の事業を申請する場合は、「事業計画書（様式２）」及び「予算書（様式

３）」を事業毎に作成してください。 

  【提出書類】 

   ①「赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 申請書」（様式１） 

     ※添付書類もご提出ください。 

   ②「赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 事業計画書」（様式２） 

   ③「赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 予算書」（様式３） 

 

６ 審査 

助成団体、助成事業及び助成金額は、助成事業審査会において決定します。 

助成金の交付は２０１９年７月頃を予定しています。 

  

７ 事業完了報告について 

   助成金の交付を受けた団体・グループは、事業終了後１カ月以内に所定の事業報告

書を提出していただきます。 

なお、併せて事業の様子がわかる写真を必ず提出してください。（可能な限り、デー

タでの提出をお願いします。提出いただいた写真は、情報公開のため、京都府共同募

金会のホームページ「はねっと」に掲載いたしますので、写真に写っている方の掲載

承諾を得てください。） 

 

【提出書類】   ※助成決定後に様式をお送りします。 

   ①「赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 報告書」（様式４） 

     ※添付書類もご提出ください。 写真はデータでのご提出をお願いします。 

   ②「赤い羽根共同募金 地域福祉活動助成 決算書」（様式５） 

 

８ その他 

助成金の交付を受けた後、申請通りに事業が実施されなかった場合は、助成金の返

還を求めることがあります。また、やむを得ない事情により、事業内容を変更する場

合は、必ず問合せ先までご相談ください。 

助成事業に関する相談会を２０１９年 4 月９日（火）午後２時～４時、西京区役所

２階小会議室において開催します。
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事業計画・予算書の作成要領 
 

  当事業は、共同募金会のホームページ「はねっと」で情報公開します。 

募金をしていただいた方にとって分かりやすい内容にするため、下記の事項に留意し

て、事業計画書及び予算書を作成していただきますようお願いします。 

尚、事業計画書・予算書は、事業毎に作成してください。 

 

１ 事業計画書（様式２） 

  

①事業計画書は事業毎に作成します。事業名はわかりやすい名称にしてください。 

    例）× 生活支援事業     ※誰を対象にしたどのような生活支援かが不明瞭 

      ○ 低所得世帯の学習支援事業 

 

②「事業の目的と内容」の項目は、共同募金を活用する事業として、適切かどうかを

判断する部分です。申請される事業が地域福祉の推進に必要なものとして、区民

の皆様にご理解いただけるようご記入ください。 

 

③「見込まれる成果」は、②の目的を実行することで、どのような成果が得られるの

かを記入してください。この項目により事業のねらいや期待される成果を得られる

内容であるかを判断します。 

 

２ 予算書（様式３） 

①予算書は事業毎に作成します。「収入合計」と「支出合計」が同額となるよう作成

してください。 

 

②収入・支出の該当する費目に金額・内容等を記入してください。 

 

③「共同募金配分金収入」が当該事業の助成申請額となります。収入全体の５分の４

を上限として作成してください。 
 

④予算の右枠の「内容及び積算」欄には、具体的な積算根拠を示してください。 

  例）通信運搬費「8,200 円」と記載した場合について     

      × 事業案内の切手代     ※積算根拠がありません 

○  事業案内の切手代 82 円×100 名 


